
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年３月 
野木町 

概要版 

野木町 

高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画 

【令和６年度～令和８年度】 

第９期計画では、これまでの方向性を踏襲して「支えあい、心ふれあうやさしいまち」を基本理

念とし、住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを続けられるよう、地域包括ケアシステムを

更に深化させ、だれ一人取り残さない包括的な支援体制の整備を推進します。 

いつまでも元気に暮らすために… 

生活支援・介護予防 

●在宅系サービス 
・訪問介護・訪問看護・通所介護 

・小規模多機能型居宅介護 

・短期入所生活介護 等 

●介護予防サービス 

日常の医療 
・かかりつけ医 

・地域の連携病院 

・歯科医療、薬局 

病 院 
急性期、回復期、 

慢性期、 

リハビリ病院 

老人クラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯ等 

自宅 

サービス付き高齢者向け住宅 等 

介護が必要になったら… 

介 護 
病気になったら… 

医 療 ●施設・居住系サービス 
・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設 

・認知症共同生活介護 

・特定施設入居者生活介護 等 

相談支援・コーディネート等 
・地域包括支援センター 
・ケアマネジャー 

通所・入所 
通院・入院 

住まい 

地域包括ケアシステムのイメージ 
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計画の概要 
 

第９期計画の策定について 

本計画は、本町の介護保険事業と高齢者福祉事業を含めた、高齢者に対する保健福祉事業

全般を総合的に推進するため、老人福祉法に基づく「市町村老人福祉計画」と介護保険法に

基づく「市町村介護保険事業計画」を一体のものとして策定するものです。 

令和２年度に策定した第８期計画を見直し、計画期間中に「団塊の世代」が後期高齢者（75

歳以上）となる令和７（2025）年を迎えますが、「団塊ジュニア世代」が前期高齢者（65

歳以上）となる令和 22（2040）年等も見据え、高齢者の福祉全般にわたる総合計画とし

て、本計画を策定します。 

 

計画の期間 

本計画の期間は、令和６年度から令和８年度までの３年間とします。 

また、令和 22（2040）年等も見据えた中長期的な視点を持つものであるとともに、法

制度の改正や社会情勢等の状況に応じて随時見直し・改善を図るものとします。 

 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11年度 

令和 

12年度 

令和 

22年度 

           

 

 

 

 

計画策定の経過 

本計画の策定に当たっては、介護保険の被保険者を

はじめ、町民の意見をいただき、「高齢者福祉計画」と

「介護保険事業計画」を策定するため、野木町高齢者福

祉計画等作成委員会を設置し、各種施策に関する検討

と計画に対する意見・要望の集約を図りました。また、

アンケート調査の結果やパブリックコメント等も踏ま

え本計画について審議いただきました。 

  

第８期計画 第９期計画 第 10期計画 

見直し 見直し 見直し 

【令和７年】 

団塊の世代が 75歳以上に到達 

【令和 22年】 

団塊ジュニア世代が 65歳以上に到達 
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野木町の高齢者の現状 
 

高齢者人口について 

高齢者人口は年々増加し、令和５年 10月１日現在、8,588人となっており、平成 30年

からは 901 人の増加となっています。高齢化率も上昇傾向にあり、令和８年には 35.0％

と本町の３人に１人以上が高齢者になることが予測されます。 

高齢化の進行に伴い、見守りや生活支援のニーズが高まることが考えられます。また、認

知症高齢者も増加することが予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年までの実績値については、住民基本台帳（各年 10 月１日現在） 

令和６年以降については、町総合計画の推計値による（各年 10 月１日現在） 

 

要介護認定者数について 

本町の要介護等認定者数は年々増加傾向にあり、令和５年９月末日現在、1,311人（認定

率 14.9％）となっており、本計画の最終年度となる令和８年の認定者数は全体で 1,404人

（認定率 15.7％）となり、令和５年からは 93人増加することが予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

178 195 212 215 246 280 295 305 313 381 
151 179 159 168 182 204 186 190 197 

249 273 261 261 279 274 
292 303 309 317 

383 

165 182 190 172 182 
195 188 188 191 

255 

143 132 142 154 152 
137 149 151 156 

213 

122 136 141 144 123 
120 134 137 139 

167 

118 89 112 110 94 
83 88 92 91 

122 

1,150 1,174 1,217 1,242 1,253 
1,311 1,343 1,372 1,404 

1,770 
14.4% 14.3% 14.4% 14.4% 14.4% 14.9% 15.2% 15.4% 15.7% 

22.4% 

-15%
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-5%
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500人

1,000人

1,500人

2,000人

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和22年

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２
要介護３ 要介護４ 要介護５ 認定率

17,988 17,614 17,340 16,975 16,691 16,442 16,383 16,315 16,256 16,769 

4,476 4,561 4,689 4,825 4,682 4,572 4,380 4,186 3,994 2,933 

3,211 3,377 3,505 3,552 3,790 4,016 4,258 4,499 4,741 4,805 

25,675 25,552 25,534 25,352 25,163 25,030 25,021 25,000 24,991 24,507 

29.9% 31.1% 32.1% 33.0% 33.7% 34.3% 34.5% 34.7% 35.0% 

31.6% 

0%
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10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0人

10,000人

20,000人

30,000人

40,000人

50,000人

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和22年

65歳未満人口 前期高齢者数 後期高齢者数 高齢化率

資料：令和５年までの実績値については、介護保険事業状況報告（各年９月末日現在） 

令和６年以降については、推計値（各年９月末現在） 
※認定者数は、第２号被保険者も含めた被保険者数となっています。 

※認定率は、第１号被保険者のみの認定率となっています（第１号被保険者の認定者数/第１号被保険者数）。 

推計値 実績値 

推計値 実績値 
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計画の基本的な考え方 
 

計画の基本理念 

 

 

 

地域福祉体制や総合的な健康づくり体制の整備の推進及び町民が互いにふれあえる拠点

づくりの促進をすることで、だれもが安心して健康でいきいきと暮らせる健やかなまちづく

りを目指します。 

 

計画の基本目標と施策体系 

本計画では以下の３つの基本目標を施策の柱とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①高齢福祉サービスの充実 

②生活支援型施設の充実 

③総合相談事業の充実 

[1]高齢者にやさしいまちづくりの推進 

①生きがいづくりへの支援 

②社会参加等への支援 
[2]生きがいづくり・社会参加の促進 

 
基本目標 ２ 

健康いきいきまちづくり 

【地域支援事業】 

 
基本目標 ３ 

安心いきいきまちづくり 
【介護保険サービス】 

基本施策 施策の方向性 

 
基本目標 １ 

元気いきいきまちづくり 

【高齢者福祉事業】 

[1]介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

[2]包括的支援事業の充実 

[3]任意事業の充実 

[2]介護給付サービスの適切な提供 

①介護予防・日常生活支援サービス事業 

②一般介護予防事業 

①地域包括支援センターの運営 

②認知症総合支援事業の推進 

③地域ケア会議の充実 

④在宅医療・介護連携の推進 

⑤生活支援サービスの体制整備 

①居宅サービス 

②地域密着型サービス 

③居宅介護支援 

④施設サービス 

①介護給付適正化事業 

②家族介護支援事業 

③その他の事業 

[1]介護予防給付サービスの適切な提供 

①介護予防居宅サービス 

②地域密着型介護予防サービス 

③介護予防支援 

支えあい、心ふれあうやさしいまち 
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基本目標ごとの基本施策と方向性 
 

基本目標１．元気いきいきまちづくり【高齢者福祉事業】 

現状では趣味・スポーツの活動や老人クラブといった地域活動に

参加していない方が多くみられます。高齢者が地域活動、就労・ボ

ランティア等に積極的に参加できるよう、地域や各種関係機関等と

の協力・連携を強化し、情報を共有できる体制を整備します。また、

総合サポートセンター「ひまわり館」等による総合相談事業を充実

させ、高齢者を含めたすべての町民にとってやさしいまちづくりを

推進します。 

１．高齢者にやさしいまちづくりの推進 

○日常生活を送るうえで支援を必要とする高齢者や一人暮らしの高齢者等に対し、高齢者

福祉サービスを提供し、在宅生活を継続できるよう支援を行います。 

○住み慣れた地域で安心して生活していくことができるよう支援するとともに、支援を必

要とする高齢者等の福祉の向上を図るため、各事業を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．生きがいづくり・社会参加の促進 

○高齢者の生きがいづくりの場や地域の高齢者が知識や経験を活かすことができる環境の

整備を進めます。 

○環境整備が進むことで、閉じこもり予防や認知症予防等につながり、介護予防や健康づく

りの効果も期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

主な事業 

■ふれあいサロン・地域いこいの場の推進 
高齢者が身近な地域において、心身ともに健康な状態を保つことを目的とし

て、生きがいづくりや健康づくりにつながる活動を行います。 

●地域いこいの場について 
新型コロナの影響等による閉じこもりを防止するため、令和４年度から

新たにすべての住民を対象とした交流の場「地域いこいの場」を開設して
います。 

■安全・安心見守りネットワーク事業 
地域住民や関係機関が協力して見守りを行うことで、要支援者の地域での

孤立を防止し、異変を早期に発見するための体制を整備しています。 

■高齢者外出支援事業 
日常生活における外出の機会を維持し、閉じこもりによる体力低下や認知症

を予防するため、高齢者の外出支援の推進を図ります。 

主な事業 
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基本目標２．健康いきいきまちづくり【地域支援事業】 

要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、住

まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築と深

化が求められています。 

介護予防や生活機能の低下を防ぐためのフレイル予防事業の推進を

重点的に図るとともに、認知症施策や医療と介護の一体的な取り組み

の更なる推進を図ります。 

また、地域において尊厳のある生活を維持するため、権利や財産を

守る仕組みづくりや虐待防止対策を推進するとともに、高齢者を支え

る家族等の介護者への支援の充実を図ります。 

１．介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

○総合事業対象者・要支援者などの様々な生活支援のニーズに対応するため、訪問型サービ

スや通所型サービスの実施に加え、地域住民などの様々な担い手による多様なサービス

の提供を図ります。 

○すべての高齢者を対象に介護予防・フレイル予防の普及啓発や高齢者の健康の保持増進

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．包括的支援事業の充実 

○「地域包括支援センター運営」や、「認知症総合支援事業」、「地域ケア会議」、「在宅医療・

介護連携」、「生活支援サービスの体制整備」を実施しており、今後も関係機関や地域と連

携しながら、地域包括ケアシステムを更なる深化・推進するため、事業を推進していきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

主な事業 

主な事業（フレイル予防） 

●コグニサイズとは 
コグニション（認知）とエクササイズ（運動）という言葉を組み合わせたコグニ

サイズは、簡単な計算やしりとりなどの課題を運動とともに行うことで、脳の機能を
活性化し、認知症の予防と健康促進を目指します。 

 

■介護予防普及啓発事業 
一人ひとりが主体的に介護予防に取り組むための各種教室（元気アップ教室、元気はつらつ教

室、口腔指導・栄養指導の実施等）を開催し、介護予防の普及啓発を行っています。 

■認知症予防普及・啓発 
認知症について地域住民へ正しい知識の普及を図るとともに、認知機能の低下を予防するため、

認知症予防教室を実施し、脳トレと有酸素運動を組み合わせた運動（コグニサイズ）に取り組ん
でいます。 

■地域介護予防活動支援事業 
町民主体の介護予防・フレイル予防活動を展開していくため、地域包括支援センターやリハビリ専

門職等と連携し、地域の活動を担うボランティアの養成を行っています。 
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３．任意事業の充実 

○在宅の高齢者が安心して暮らせるよう、介護給付費適正化事業、介護教室、成年後見制度

利用支援事業を実施していきます。 

 

 

基本目標３．安心いきいきまちづくり【介護保険サービス】 

本町の要介護（要支援）認定者は年々増加しており、今後も増加が続く

ことが予測されています。 

本計画では、今後の推計値にしたがって中長期的な視点による十分な

介護サービスを適正に提供できる体制を整備し、介護保険制度の安定的

な運営を目指します。 

■介護（予防）給付費の実績と見込 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和５年度は見込値です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

847,171 853,331 917,438 1,020,903 1,072,208 1,117,549 
1,502,174 

171,027 178,720 168,197 
187,017 192,439 196,190 

227,605 
796,939 696,984 664,446 

784,642 823,631 861,941 

1,072,556 
1,815,137 1,729,035 1,750,081 

1,992,562 2,088,278 2,175,680 

2,802,335 

0千円

500,000千円

1,000,000千円

1,500,000千円

2,000,000千円

2,500,000千円

3,000,000千円

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和22年度

在宅サービス 居住系サービス 施設サービス

●総合サポートセンター「ひまわり館」 
健康・福祉・介護・子育て・障がい・生活困窮などの相談に対応する 
総合相談窓口です。皆様の様々なお悩みごとに対応します。 

●地域包括支援センター 
高齢者の方が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるように、 
介護や医療、お困りごと等に対して支援を行います。 

電話 
本センター:（0280）57-2400（総合サポートセンター内） 
サブセンター:（0280）23-2200（野木町老人福祉センター内） 

電話 （0280）33-6878 

野木町の相談窓口のご案内 

心配ごとやお困りごとがありましたら 
ひとりで悩まずお気軽にご相談ください！ 

推計値 実績値 



 

 

第９期介護保険料 

介護保険給付費等に係わる費用負担は、50％が公費（税金）、

50％が保険料負担となっています。保険料の負担の内訳は、65

歳以上の保険料負担が 23％、40～64 歳までの保険料負担が

27％となっています。 

 

■サービス給付費総額と保険料基準額の推移 

 

 

 

※第８期のサービス給付費総額は、令和３年度・令和４年度の実績値と令和５年度の見込値の合計値です。 

第９期所得段階別介護保険料 

所得段階 対 象 者 
基準額に対する 

負担割合 

介 護 保 険 料 

（年 額） 

第１段階 

・生活保護受給者 
・町民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者 
・町民税世帯非課税かつ本人年金収入等 80 万円以下 

基準額 
×0.285 

19,490 円 

第２段階 
町民税世帯非課税かつ本人年金収入等 80 万円超 120
万円以下 

基準額 
×0.485 

33,170 円 

第３段階 町民税世帯非課税かつ本人年金収入等 120 万円超 
基準額 
×0.685 

46,850 円 

第４段階 
本人が町民税非課税（世帯に課税者がいる）かつ 
本人年金収入等 80 万円以下 

基準額 
×0.90 

61,560 円 

第５段階 
本人が町民税非課税（世帯に課税者がいる）かつ 
本人年金収入等 80 万円超 

基準額 
×1.00 

68,400 円 

第６段階 本人が町民税課税かつ合計所得金額 120 万円未満 
基準額 
×1.20 

82,080 円 

第７段階 
本人が町民税課税かつ合計所得金額 120 万円以上 
210 万円未満 

基準額 
×1.30 

88,920 円 

第８段階 
本人が町民税課税かつ合計所得金額 210 万円以上 
320 万円未満 

基準額 
×1.50 

102,600 円 

第９段階 
本人が町民税課税かつ合計所得金額 320 万円以上 
420 万円未満 

基準額 
×1.70 

116,280 円 

第 10 段階 
本人が町民税課税かつ合計所得金額 420 万円以上 
520 万円未満 

基準額 
×1.90 

129,960 円 

第 11 段階 
本人が町民税課税かつ合計所得金額 520 万円以上 
620 万円未満 

基準額 
×2.10 

143,640 円 

第 12 段階 
本人が町民税課税かつ合計所得金額 620 万円以上 
720 万円未満 

基準額 
×2.30 

157,320 円 

第 13 段階 本人が町民税課税かつ合計所得金額 720 万円以上 
基準額 
×2.40 

164,160 円 

※第１段階から第３段階は低所得者向け保険料軽減措置適用後の額です。 

※介護保険料（年額）に 10 円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた額となります。 

 

保険料基準額： 

サービス給付費総額： 

第９期：5,700円 

〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林 571番地 
町民生活部健康福祉課 

電話（0280）57-4173  Fax（0280）57-4193 

編集・発行：野木町 

第８期：6,070,817千円 

 

第８期：5,700円 

第９期：6,651,076千円 

第１号

被保険者

23.0%

第２号

被保険者

27.0%

公費

50.0%
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